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準会員の脱会の申し出について 

 

１ 申し出のあった団体は、以下のとおりです。 

   

団体名 脱会の理由 

豊田三好事務組合 解散準備による 

逢妻衛生処理組合 
し尿処理の特殊機械整備が多く限られた業種である

こと、かつ電子入札するまでの件数が見込めないため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

あいち電子自治体推進協議会における準会員の取り扱いについて 

(平成１７年３月２５日あいち電子自治体推進協議会第２回定期総会議決) 

 

（協議会への入退会手続） 

１ 準会員として協議会に入会し、または退会する場合は、入退会を行う前年度の９月末ま

でに協議会に申し出を行い、前年度の総会で承認を得るものとする。 

２ 年度途中の入退会は、認めない。 

＜第２号議案＞ 


